
." 

• 

テ
コ
ア
シ
ガ
ル
手
木
足
軽
ま
た
手
水
J
4
4
H
と

も
い
」
。
斜
地
潜
行
の
支
配
で
、
城
中
路
地
方
の
相
柏

原
を
郭
務
と
し
、
滞
侯
江
戸
挙
動
の
隙
に
は
荷
物
の

宰
簡
を
勤
め
た
。
或
は
い
ふ
苛
宰
領
足
駁
と
い
ふ
も

の
a
A

あ
っ
た
の
は
、
即
ち
こ
の
御
手
木
泌
腕
の
こ
と

で
あ
ら
う
と
。
御
手
木
足
抑
制
を
泊
抱
へ
ら
れ
た
初
は

知
れ
ぬ
。
瓜
治
川
年
江
戸
以
天
守
来
御
手
州
同
法
制
の

時
に
は
手
木
の
者
以
に
決
的
思
少
次
郎
を
命
ず
る
と

あ
る
。

テ
コ
マ
チ
手
木
町

金
川
仰
の
剛
名
、
滞
政
巾
は

御
手
木
尾
山
刊
の
組
地
で
あ
っ
た
。
御
手
木
足
料
を
俗

に
御
手
木
と
の
み
い
う
た
か
ら
、
か
う
し
た
川
名
が

起
っ
た
の
で
あ
る
。

デ
ゴ
ヤ
出
小
屋

J
デ
ヅ
タ
リ
間
作
。

テ
シ
マ
キ

型
島
毅
迎
抑
制
安
三
郎
、芋
は
師
修
、

・
洞
抑
制
と
脱
し
た
。
幼
に
し
て
兵
の
父
が
品
怖
を
失
う
た

元
年
間
問
。
孫
県
三
太
夫
到
但
の
時
、一
車
断
絶
し
た
。

デ
タ
マ
ワ
シ

木
偶
廻
能
炎
榔
深
山
間
・
東
二
日
で

は
、
一
倍
正
月
ハ
今
二
且
)
に
木
川
同
組
し
が
行
は
れ
る
。

今
深
搬
の
も
の
を
記
さ
う
。
七
日
か
ら
十
四
日
ま
で

首
相
自由
す
が
逝
必
に
銭
。
、
『
組
し
子
』
は
そ
こ
に
保
管

さ
れ
て
あ
る
一
米
川
主
六

o
mの
人
形
に
衣
設
を
つ

け
、
『
判
中
り
子
』
の
削
る
幸
若
又
は
古
深
田
川
に
合
は
せ

て
使
ふ
こ
と
を
練
校
し
、
十
五
日
か
ら
十
入
日
ま
で

同
じ
遊
説
で
之
を
公
開
す
る
。
外
泌
は
大
級
冠
第
一

段
第
二
段
・
い
リ
桁
子
折
第
四
段
(
以
上
幸
若
)
、
梢
呑

賀
子
第
一
段
及
び
後
の
問
問
棋
を
省
略
し
て
一
段
と
し

た
も
の
、
門
出
入
品
第
一
段
罰
則
二
段
・
熊
引
太
郎
五

段
全
部

・
仰
名
手
本
忠
信
政
閉
山
泊
段
第
六
段
第
十
一

段
(
以
上
古
河
附
璃
)
で
あ
0
、三
味
線
は
用
ひ
ら
れ
ぬ
O

B
毘
は
思
っ
て
多
額
の
花
代
を
悦
へ
て
之
を
制
貸

し
、
丈
品
川
の
ぷ
に
山
も
れ
た
邸
付
の
最
大
限
祭
と
す

る。

T
ク
l

テ
ツ

テ
シ

7
yン
ク
ロ
ウ

盟
島
新
九
郎
前
倒
利
治

に
仕

へ
て
一
ニ
引
石
を
倒
し
た
。
子
孫
柑
繍
い
で
滞
に

仕
へ
る
。

デ
シ
日

出
城
石
川
部
成
の
内
に
在
っ
た
。
越

殺
到
三
州
芯
政
雄
考
に
、
山
城
は
成
村
卸
に
在
っ
て
、

地
方
人
成
村
の
出
械
と
呼
ぶ
と
あ
る
。

テ
ダ
イ
手
代

(一

u
子
代
の
粁
如

l
子
代
は
瓜

治
・抱
文
の
別
名
代
と
い
う
た
も
の
で
、
十
村
の
使

役
す
る
所
と
し
、
場
付
手
代
・納
手
代
・
内
手
代の一一一

の
で
、
慨
然
と
し
て
家
を
起
さ
ん
と
欲
L
、
江
戸
に

京
っ
て
麹
際
世
院
に
入
り
、幾
も
な
く
単
一一肌
と
な
り
、

暇
あ
れ
ば
則
ち
徒
歩
-
安
政
良
知
・盟
谷
宕
陰
際
森
天

山・

大
槻
酬
明
務
部
u

に
受
け
、
後
維
を
小
石
川
に
下
し

た
。
安
政
部
年
滞
荒
波
を
召
し
て
歩
士
に
列
L
、
明

倫
設
誠
附
に
補
し
た
。
文
久
三
年
凶
事
多
陥
の
際
、

段
上
治
し
て
政
怖
を
探
っ
た
が
、
滞
の
方
針
に
迩
ふ

を
以
て
召
越
せ
ら
れ
、
閉
山
来
そ
の
家
に
剣
ゼ
ら
れ
る

こ
と
近
年
。
そ
の
閥
単
羽
辺
見
四
十
五
容
を
若
し
、

制
武
天
長
以
降
出
削
天
却
に
来
る
の
附
酬
を
犯
し
、
名

分
を
正
し
、
附
辿
を
明
ら
か
に
し
た
。
明
治
元
年
二

月
殺
は
建
縦
し
て
、
加
到
滞
が
隊
長
と
同
心
協
力
し

て
王
政
彼
自
の
大
栄
を
成
政
す
ペ
〈
、
佐
税
佐
合
の

訟
の
如
き
は
断
然
印
刷
雌
す
る
の
必
裂
な
き
こ
と
を
高

唱
し
た
。
こ
の
建
自
の
時
艇
を
迩
し
た
の
は
、
設
が

そ
の
時
ま
で
削
山
せ
ら
れ
て
日
た
か
ら
で
あ
る
。
同

年
設
は
百
円び
新
議
制
に
列
L
、明
倫
政
助
敬
と
な
り
、

二
年
縦
少
鴎
粂
文
製
敬
附
に
任
じ
、
也
前
制
の
後
純
度

と
な
り
、
後
東
京一
に
移
b
、
斯
文
県
曾
に
敬
搬
を
取

り、

明
治
三
十
九
年
七
且
こ
日
双
し
た
。
年
八
十
三。

テ
シ
マ
コ
レ
ノ
ブ

盟
島
是
誠
泊
構
喜
右
衛
門。

延
町
八
年
父
新
七
郎
の
J

副
知
刊
七
十
布
を
製
ぎ
、
御

閉
山
風
と
な
り
、
日T
保
，1
一
年
五
十
石
を
加

へ
、
十
五

年
七
十
三
併
を
以
て
残
。

訴
が
あ
っ
た
。
文
政
周
年
に
は
手
代
を
子
附
と
群
せ

し
め
た
こ
と
も
あ
る
。

C
一
〉
場
付
手
代

l
御
録
用
場
内
の
御
部
所
に
附
随

し
、
十
村
詰
所
に
出
席
す
る
。
石
川
・
河
北
二
部
の

場
付
手
代
は
、
御
扶
持
人
」
l

村

・
平
十
村
と
も
皆
各

一
人
を
出
し
、
某
村
何
某
手
代
と
い
ひ
、
そ
の
他
の

法
部
で
は
一
却
の
十
村
共
沼
に
二
三
人
を
出
し
、
築

制
柑
手
代
と
糾
し
た
。
そ
の
任
命
は
御
扶
持
人
十
村
か

ら
申
前

L
.部
奉
行
・改
作
奉
行
の
認
可
を
綬
た
。

(
一
ラ
納
予
代
」
i
村
が
代
官
と
し
て
の
郡
務
に
使
役

す
る
も
の
で
、
一
一剛
人
'
伺
あ
り
、
十
村
か
ら
出
似
し
、

部
奉
行
・改
作
奉
行
の
認
可
を
受
け
た
。

(
四
)
内
子
代
十
村
の
自
宅
で
使
役
す
る
も
の
で
、

石
川
・
河
北
二
部
で
は
場
制
手
代
に
索
務
せ
し
め
る

十
村
も
あ
っ
た
が
、
法
榔
で
は
全
く
別
で
あ
っ
た
。

百
姓
の
子
弟
か
ら
選
定
せ
ら
れ
た
。

デ
ダ
イ
ナ
マ
チ
出
大
エ
町

金
問
の
皆
川
名。

木
倉
町
と
接
縦
し
、
昔
は
大
工

uハ
の
邸
地
に
賜
は
っ

た
放
の
麻
で
あ
る
。
明
治
四
年
四
月
戸
籍
編
成
の
時
、

此
の
間
名
を
燥
し
て
木
免
町
に
邸
せ
し
め
た
。

テ
h
F
h
F
キ
ノ
シ
Z
ヅ

手

叩

清
水

l
v
y
デ
カ
ケ

ノ
シ
ミ
ヅ
四
手
同
町
，

m水。

テ
ツ

銭
今
昔
物
船
に
能
官
同
銅
ν
録
者
行
a
佐

渡
凶
-
調
v

金
制
が
あ
る
。
能
呂
田
に
餓
鍛
を
採
節
す
る

者
六
人
あ
り
、
日
目
の
授
が
佐
渡
に
資
金
を
箆
す
る
こ

と
を
知
っ
た
所
、
川
削
守
そ
れ
を
聞
い
て
、
彼
等
を
佐

渡
に
識
は
L
貸
金
を
得
さ
せ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

こ
の
凶
に
若

L
鍛
を
琵
L
た
と
す
れ
ば
、
砂
餓
を
製

錬
し
た
の
で
も
あ
ら
う
か
。

テ
ツ
力

鎮
火
銭
火
を
取
っ
て
自
己
の
潔
白
を

認
し
よ
う
と
し
た
例
に
は
、
前
間
利
長
の
伏
見
に
日

た
時
、
万
の
市
計
を
紛
失
し
た
も
の
が
あ
っ
て
、
停
主

計
が
そ
の
嫌
疑
を
受
け
た
。
主
計
闘
っ
て
金
持
に
蹄

デ
ツ
ケ
ン

強
制
廿
商
人
イ
・
フ
オ

y
・
デ
ル
・
デ
ァ

ケ
y
は
、
明
治
三
年
間
十
月
金
神
田
附
に
Mm
m
w
せ
ら
れ

て
、
鉱
山
間
中
間
山
の
教
師
と
な
b
、
鉱
山

・
金
石
及
び

地
賀
県
を
敬
授
し
た
も
の
で
あ
る
。
デ
ツ
ケ
ン
は
、

っ
た
後
、
浅
野
川
駅
に
於
い
だ
餓
火
を
取
っ
た
こ
と

が
あ
る
。

テ
ヅ
カ
ヤ
マ
手
塚
山

江川山
梢
柴
山
に
あ
っ

て
、

柴
山
仰
の
商
北
側
に
近
い
小
砂
斤
で
あ
る
。
俗
併
に
、

知
際
別
件
川
町
肢
が
手
塚
太
郎
光
脱
と
抑
制
う
た
加
と
し

て
町
る
。
文
江
出
志
稲
に
は
、
手
探
太
郎
が
物
見
し

た
別
だ
と
お
い
て
あ
る
。
以
れ
も
信
用
し
得
ぬ
。

テ
ツ
ギ

J
Z
ヤ

手

次

ノ
宮

山
応
部
武
部
に
鎮

座
し
て
、今
建
部
榊
枇
と
講
ず
る
。
文
政
枇
蹴
帳
に
、

『
手
次
官
、
武
部
村
銀
座
琵
榊
、
町
昨
日
制
少
彦
名
命
。
結

社
は
俗
に
諮
附
大
明
日
刊
と
唱
へ
巾
。』
と
あ
る
。
二
一
呂

制
限
の
持
分
で
、
そ
の
陶
来
認
に
は
、
泊
脱
他
部
制

祉
祭
耐
倭
建
命
と
す
る
。
手
次

J

宮
と
属
す
る
理
問

は
明
ら
か
で
な
い
。

デ
ヅ
ヲ
リ
出
作

白
山
山
聞
に
は
所
々
に
出
小

屋川
λ

は
出
作
小
僚
と
い
ふ
の
が
あ
っ
て
、
保
銚

・
段

斤
臨
す
に
さ
h

や
か
な
耕
作
を
箆
ん
で
ゐ
る
。
削
作
に

は
、
四
月
か
ら
寸
一
月
ま
で
止
っ
て
泣
の
抑
怖
い
季
節

に
は
朕
“
部
訴
に
郎
る
も
の
と
、
車
ゑ
?
を
も
泊
じ
て

永
住
的
に
止
る
も
の
と
が
あ
る
。
後
者
は
山
村
と
も

い
は
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
耕
地
の
良
中
に
在
る

磁
文
の
住
印
刷
だ
か
ら
市
提
訴
で
は
な
い
。
家
僚
の
椛
治

は
、
丈
夫
な
木
材
を
則
ひ
、
原
い
墜
を
附
け
、
屋川帆

を
茅
封
と
し
、
庇
は
木
澗
又
は
杉
皮
で
散
は
れ
る
。

製
白剤
を
俊
ぐ
鈎
に
茅
で
川
附
を
怨
く
こ
と
も
あ
る
。

屋
内
抗
働
が
山
山
来
る
や
う
に
、
成
る
べ
く
腿
い
土
聞

を
と
る
か
ら
、
公
開
・納
屋
・
川
山
市
川
等
は
母
屋
か
ら
分

離
し
て
治
ら
れ
る

o
m作
の
散
在
す
る
地
仰
は
、
保

抜
三

O
O乃
京
一
一

O
O米
の
聞
が
最
も
多
し
い
。

.晶圃，、
五


